
 

 
 

 

岡
山
県
外
国
人
材
等
支
援
推
進
条
例 

 
人
口
減
少
に
よ
る
労
働
力
の
不
足
等
を
背
景
と
し
た
事
業
者
に
よ
る
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る

制
度
の
活
用
等
に
よ
っ
て
、
外
国
人
労
働
者
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
で
の
就
労
や
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
等
を
希
望
し
、
将
来
の
人
材
と
し
て
期
待
さ
れ
る
留
学
生
も
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
中
、
外
国
人
労
働
者
へ
の
不
当
な
扱
い
等
の
問
題
、
生
活
習
慣
や
文
化
、
言
語
の
違
い
等

に
よ
る
問
題
、
災
害
等
不
慮
の
事
態
の
際
の
避
難
対
応
等
様
々
な
課
題
が
存
在
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
の
県
の
経
済
の
維
持
及
び
発
展
に
向
け
て
、
地
域
住
民
と

の
共
生
の
下
に
、
外
国
人
材
等
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
外
国
人
材
等
が
安
心
し
て
働
き
、
生
活
し
、

及
び
活
躍
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
県
内
で
就
労
し
て
い
る
、
又
は
就
労
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
及
び
当
該
外
国

人
が
家
族
と
し
て
帯
同
し
て
い
る
外
国
人
並
び
に
県
内
で
就
労
し
よ
う
と
す
る
留
学
生
（
以
下
「
外

国
人
材
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
受
入
れ
、
生
活
等
に
対
す
る
多
様
な
支
援
（
以
下
「
外
国

人
材
等
へ
の
支
援
」
と
い
う
。
）
の
仕
組
み
を
産
業
、
行
政
、
教
育
及
び
労
働
の
各
分
野
（
第
十
一

条
に
お
い
て
「
産
・
官
・
学
・
労
」
と
い
う
。
）
の
連
携
に
よ
り
構
築
す
る
こ
と
を
推
進
す
る
た
め
、

そ
の
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
及
び
教
育
機
関
の
役
割
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
の
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
も
っ

て
県
が
外
国
人
材
等
か
ら
魅
力
あ
る
働
き
先
と
し
て
選
ば
れ
る
県
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

外
国
人 

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。 

 

二 

外
国
人
材 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第

一
又
は
同
表
第
二
に
定
め
る
在
留
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
県
内
で
就
労
し
て
い
る
、
又
は

就
労
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
を
い
う
。 

 

三 

事
業
者 

事
業
を
行
う
個
人
又
は
団
体
で
あ
っ
て
、
外
国
人
材
を
受
け
入
れ
て
い
る
、
又
は
受

け
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
を
い
う
。 

 

四 

留
学
生 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
留
学
の
在
留
資
格
に
基
づ
き
、

同
表
の
留
学
の
項
の
下
欄
の
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
限
る
。
）
若
し

く
は
各
種
学
校
又
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
（
次
号
に
お
い
て
「
大
学

等
」
と
い
う
。
）
で
教
育
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
県
内
で
就
労
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
を

い
う
。 

 

五 

教
育
機
関 

留
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
、
又
は
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
大
学
等
を
い
う
。 

 

（
基
本
理
念
等
） 

第
三
条 

外
国
人
材
等
へ
の
支
援
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

外
国
人
材
が
安
心
し
て
働
き
、
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。 



 

 

二 

外
国
人
材
等
が
安
心
し
て
生
活
し
、
互
い
の
文
化
が
尊
重
さ
れ
る
と
と
も
に
、
様
々
な
地
域
活

動
に
主
体
的
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。 

２ 
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
は
、
県
、
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
及
び
教
育
機
関
の
適
切
な
役
割
分
担

の
下
に
協
働
し
て
推
進
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
県
の
責
務
） 

第
四
条 

県
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
等
（
次
条
か
ら
第
八

条
ま
で
に
お
い
て
「
基
本
理
念
等
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
国
、
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
、
教
育
機
関
そ
の
他
関
係
者
と
の
連
携
の
下
に
外
国
人
材

等
へ
の
支
援
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
市
町
村
の
役
割
） 

第
五
条 

市
町
村
は
、
基
本
理
念
等
に
の
っ
と
り
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
の
推
進
に
努
め
る
と
と
も

に
、
国
、
県
、
県
民
、
事
業
者
、
教
育
機
関
そ
の
他
関
係
者
と
の
連
携
の
下
に
必
要
な
体
制
を
整
備

し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
県
民
の
役
割
） 

第
六
条 

県
民
は
、
基
本
理
念
等
に
の
っ
と
り
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
の
推
進
に
関
す
る
県
の
施
策

に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
外
国
人
材
等
の
受
入
れ
、
生
活
等
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
事
業
者
の
役
割
） 

第
七
条 

事
業
者
は
、
基
本
理
念
等
に
の
っ
と
り
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
の
推
進
に
関
す
る
県
の
施

策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
、
市
町
村
、
教
育
機
関
そ
の
他
関
係
者
と
の
連
携
の
下
に
必
要
な
取

組
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
教
育
機
関
の
役
割
） 

第
八
条 

教
育
機
関
は
、
基
本
理
念
等
に
の
っ
と
り
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
の
推
進
に
関
す
る
県
の

施
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
国
、
市
町
村
、
事
業
者
そ
の
他
関
係
者
と
の
連
携
の
下
に
必
要
な
取

組
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
計
画
の
策
定
） 

第
九
条 

知
事
は
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
外
国
人
材
等

支
援
推
進
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

外
国
人
材
の
確
保
及
び
適
正
な
労
働
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

 

二 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

 

三 

地
域
住
民
と
の
共
生
及
び
交
流
に
関
す
る
事
項 

 

四 

災
害
時
の
対
応
に
関
す
る
事
項 

 

五 

日
本
語
教
育
及
び
県
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
支
援
に
関
す
る
事
項 

 

六 

国
、
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
、
教
育
機
関
そ
の
他
関
係
者
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項 



 

 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項 

３ 
知
事
は
、
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
十
一
条
の
協
議
会
に
対
し
て
、
意
見

を
聴
取
し
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
の
推
進
に
つ
い
て
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

知
事
は
、
計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
三
項
の
規
定
は
、
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
日
本
語
教
育
の
機
会
） 

第
十
条 

県
は
、
日
本
語
を
十
分
に
理
解
で
き
な
い
外
国
人
材
等
に
対
し
て
、
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
機
会
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
外
国
人
材
等
に
伝
わ
り
や
す
い
日
本
語
で
の
表
現
の
周
知
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
協
議
会
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
産
・
官
・
学
・
労
の
代

表
者
で
構
成
す
る
協
議
会
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
十
二
条 

県
は
、
外
国
人
材
等
へ
の
支
援
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
） 

第
十
三
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

提
案
理
由 

 

県
内
で
就
労
し
て
い
る
、
又
は
就
労
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
及
び
当
該
外
国
人
が
家
族
と
し
て
帯
同

し
て
い
る
外
国
人
並
び
に
県
内
で
就
労
し
よ
う
と
す
る
留
学
生
に
対
し
、
そ
の
受
入
れ
、
生
活
等
に
対

す
る
多
様
な
支
援
の
仕
組
み
を
産
業
、
行
政
、
教
育
及
び
労
働
の
各
分
野
の
連
携
に
よ
り
構
築
す
る
こ

と
を
推
進
す
る
た
め
、
そ
の
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
及
び
教

育
機
関
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
の
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
に
よ
り
、
も
っ
て
県
が
外
国
人
材
等
か
ら
魅
力
あ
る
働
き
先
と
し
て
選
ば
れ
る
県
と
な
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


